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4
月
22
日
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

A
L
E
C
に
お
い
て
、
平
成
25
年
度
人

権
機
関
有
田
川
定
期
総
会
が
開
催
さ
れ
、

今
年
度
の
重
点
テ
ー
マ
は
「
仲
間
」
に
決

定
さ
れ
ま
し
た
。

仲
間
と
い
う
言

葉
に
は
い
ろ
い
ろ

な
意
味
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

「
仲
間
の
お
か

げ
で
」「
仲
間
を
通

し
て
」
人
間
の
本

当
の
す
ば
ら
し
さ

や
み
ん
な
と
違
っ

て
い
て
も
構
わ
な

い
こ
と
に
気
付
い
た
り
、
友
達
を
か
け
が

え
の
な
い
も
の
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た

り
、
困
っ
て
い
る
人
を
そ
の
ま
ま
に
し
て

お
け
な
い
と
思
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、

ま
さ
に
人
権
感
覚
そ
の
も
の
で
す
。

仲
間
は
、
自
分
を
受
け
入
れ
、
安
心
感

を
持
た
せ
て
く
れ
、
励
ま
し
て
く
れ
、
自

己
の
存
在
意
義
を
感
じ
る
存
在
で
す
。

「
仲
間
づ
く
り
」
と
は
、
お
互
い
の
考

え
方
や
気
持
ち
を
伝
え
あ
い
、
理
解
し
あ

え
る
中
で
信
頼
を
深
め
、
互
い
に
支
え
合

い
、
差
別
や
偏
見
を
許
さ
ず
な
く
し
て
い

こ
う
と
す
る
集
団
作
り
を
す
る
こ
と
で

す
。人

権
感
覚
に
つ
い
て
は
「
人
権
教
育
の

指
導
方
法
等
の
あ
り
方
に
つ
い
て
。」（
文

部
科
学
省
）
で
、「
自
分
の
大
切
さ
と
と

も
に
他
の
人
の
大
切
さ
を
認
め
る
こ
と
」

と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

リ
ー
ダ
ー
養
成
研
修 

定
期
総
会
の
後
、
岩
崎
順
子
さ
ん
（
愛

知
医
大
講
師
）
を
講
師
に
招
き
「
心
か
ら

心
へ
～
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
孫
に
見
せ
て
く

れ
た
も
の
～
」
を
テ
ー
マ
に
ご
講
演
い
た

だ
き
ま
し
た

 

人
権
啓
発
標
語
募
集 

■
応
募
対
象

有
田
川
町
に
在
住
、
も
し
く
は
通
勤
・

通
学
し
て
い
る
方

■
内
容

「
仲
間
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
標
語

■
応
募
方
法

作
品
に
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
年
齢
・

学
校
名
学
年
（
学
生
の
場
合
）・
住
所
・

電
話
番
号
を
記
載
し
、
左
記
ま
で
ご
応
募

く
だ
さ
い
。

※
応
募
は
一
人
一
作
品
で
す
。

■
応
募
先
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０
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井
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有
田
川
町
教
育
委
員
会
教
育
部

社
会
教
育
課
内

人
権
機
関
有
田
川
事
務
局
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※
応
募
は
F
A
X
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

■
応
募
期
間
／
7
月
8
日（
月
）
～

9
月
2
日（
月
）

■
賞
／
一
般
の
部（
高
校
生
含
む
）・
中
学

生
の
部
・
小
学
生
の
部
の
三
部
門
で
若

干
数
選
考
し
記
念
品
を
贈
り
ま
す
。

■
展
示
／
優
秀
作
品
に
つ
い
て
は
、
広
報

誌
掲
載
、
文
化
祭
な
ど
で
の
展
示
、
人

権
標
語
作
品
集
の
作
成
な
ど
啓
発
に
広

く
活
用
い
た
し
ま
す
。

■
そ
の
他
／
応
募
作
品
は
未
発
表
の
も
の

に
限
り
ま
す
。
作
品
の
版
権
は
主
催
者

に
帰
属
し
、
主
催
者
が
応
募
者
の
承
諾

を
得
ず
、
啓
発
用
教
材
な
ど
に
使
用
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
応
募
作
品
は
原

則
と
し
て
返
却
し
ま
せ
ん
。

 

お
知
ら
せ 

7
月
17
日
、
人
権
特
設
相
談
所
を
開
設

い
た
し
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
、秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま

す
。

■
場
所

金
屋
地
区　

金
屋
文
化
保
健
セ
ン
タ
ー

■
時
間

午
後
1
時
か
ら
午
後
4
時
ま
で

 

全
国
共
通
人
権
相
談
ダ
イ
ヤ
ル 

☎
０
５
７
０（
０
０
３
）１
１
０

※
電
話
は
、
最
寄
り
の
法
務
局
・
地
方
法

務
局
に
つ
な
が
り
ま
す
。

※
Ｐ
Ｈ
Ｓ
・
一
部
の
I
P
電
話
等
か
ら
は

ご
利
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
受
付
時
間

平
日　

午
前
8
時
30
分
か
ら
午
後
5
時

15
分
ま
で
の
間

■
相
談
内
容

人
権
に
関
わ
る
問
題
（
差
別
・
暴
行
・

虐
待
・
セ
ク
ハ
ラ
・
パ
ワ
ハ
ラ
・
い
じ
め
・

体
罰
・
名
誉
毀
損
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
等
）

■
そ
の
他

相
談
は
無
料
で
、秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

今
年
度
重
点
テ
ー
マ「
仲
間
」に
決
定
！

■
人
権
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
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